
三重県病院薬剤師キャリア形成支援体制整備事業費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 三重県病院薬剤師キャリア形成支援体制整備事業費補助金（以下「補助金」

という。）については、予算の範囲内において交付するものとし、その交付について

は、三重県補助金等交付規則（昭和 37 年三重県規則第 34 号（以下「規則」とい

う。））及び医療保健部関係補助金等交付要綱（平成 30 年三重県告示第 239 号）、三

重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱（以下「暴力団排除要綱」と

いう。）に規定するもののほか、この要領により必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付の目的） 

第２条 本補助金は、病院薬剤師のキャリア形成（認定薬剤師又は専門薬剤師の資格

取得）を支援する取組を行う病院に対し、必要な経費を補助することで、病院薬剤

師の定着促進及び育成・資質向上を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 本補助金の交付の対象は、次の各号を全て満たす施設とする。 

（１）三重県薬剤師奨学金返還支援事業における対象病院登録要領に基づき県の登録

を受けた病院 

（２）病院に勤務する薬剤師のキャリア形成を支援する取組を行う病院 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 本補助金の補助対象経費及び交付額は次のとおりとする。ただし、算出され

た額に、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額を選定する。 

（２）（１）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。 

１．基準額 ２．対象経費 

１名当たり年額 50

千円を限度として

知事の認めた額 

対象病院に勤務している薬剤師（正規雇用かつ薬剤師免許

取得後 10 年を経過していない者に限る。）が、別表１の対象資

格の認定取得のために必要な次に掲げる経費（更新に係る経

費を含む。）のうち対象病院が負担した経費 

・認定料、認定審査料、審査料、登録料、認定証発行料 

・試験受験料、研修等の受講料 

・学会参加費用 

・論文投稿料（論文作成に必要な経費を含む。） 

・旅費 

・その他必要経費 



（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に関

係書類を添えて、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。 

（１）補助事業の内容の変更をする場合には、速やかに知事の承認を受けなければな

らない。 

（２）補助事業を中止、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければ

ならない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった

場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）補助事業の遂行及び支出状況について知事の要求があったときは、速やかにそ

の状況を報告しなければならない。 

（５）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を本補助金の額の確定の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属す

る年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（６）暴力団排除要綱別表に掲げる一に該当しないこと。また、暴力団排除要綱第８

条第１項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報するとともに、捜査上必

要な協力を行うこと及び知事に報告すること。 

２ 前項第１号における変更とは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）交付決定額と比較して補助対象経費の支出額が 20%を超える減額となる場合 

（２）交付決定額と比較して補助人数変更後に算出される基準額が少なくなる場合 

 

（交付決定） 

第７条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を

行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交

付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、第７条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があ

り補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定を受けた日から 15

日以内に、申請取下届出書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更） 

第９条 補助事業者は、第６条第１項第１号の規定に基づく知事の承認等を受けよう

とする場合には、変更申請書(様式第４号)、その他知事が必要と認める書類を速や

かに知事に提出しなければならない。 



２ 知事は、前項の承認にあたっては、変更交付決定通知書（様式第５号）により通

知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第 10 条 補助事業者は、第６条第１項第２号の規定に基づく知事の承認等を受けよ

うとする場合には、中止（廃止）承認申請書(様式第６号)を速やかに知事に提出し

なければならない。 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第 11 条 知事は、前条の規定による承認をした場合、又は規則第 16 条各号に規定す

る事項のほか、第６条に規定する交付の条件その他法令等に基づく命令等に違反し

たときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

２ 知事は、前項の取消の決定は、補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により

通知するものとする。 

３ 知事は、第一項の取消しをした場合において、当該取消に係る部分に関し、既に

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 

（状況報告） 

第 12 条 補助事業者は、規則第 10 条の規定に基づき、補助事業等の遂行状況につい

て、知事が別に定める期日までに状況報告書（様式第８号）その他知事が必要と認

める書類を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、規則第 12 条の規定に基づき、補助事業が完了（第 10 条の

規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けた時を含む。）したときは、その

日から起算して 30 日を経過した日、又は知事が別に定める期日のいずれ早い日ま

でに、実績報告書（様式第９号）その他知事が必要と認める書類を知事に提出しな

ければならない。 

 

（補助金の額の確定通知） 

第 14 条 知事は、規則第 13 条に規定する補助金の額の確定をするときは、補助金額

の確定通知書（様式第 10 号）により通知するものとする。 

２ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第 15 条 補助事業者は、前条の規定により通知された補助金の支払いを受けようと

するときは、請求書（様式第 11 号）を知事に提出しなければならない。 

 



（その他） 

第 16 条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、知事

が別に定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和８年５月１１日から施行し、令和８年度の補助金について適用す

る。 

  



別表１（第４条関係） 

認定団体 資格名称 

日本病院薬剤師会 

日病薬病院薬学認定薬剤師 

がん薬物療法認定薬剤師 

がん薬物療法専門薬剤師 

感染制御認定薬剤師 

感染制御専門薬剤師 

精神科薬物療法認定薬剤師 

精神科専門薬剤師 

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 

妊婦・授乳婦専門薬剤師 

ＨＩＶ感染症薬物療法認定薬剤師 

ＨＩＶ感染症専門薬剤師 

日本臨床腫瘍薬学会 
外来がん治療認定薬剤師 

外来がん治療専門薬剤師 

日本緩和医療薬学会 
緩和薬物療法認定薬剤師 

緩和医療専門薬剤師 

日本薬剤師研修センター／ 

日本小児臨床薬理学会 
小児薬物療法認定薬剤師 

日本医療薬学会 

医療薬学専門薬剤師 

薬物療法専門薬剤師 

がん専門薬剤師 

※上記以外の認定資格等であって、取得理由が適当と認められる場合は対象資格に

含める。 


